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平成17年 3月22日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

告
　
示

◯
自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
の
一
部
改
正
（
二
六
二
〜
二
六
九
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
１

◯
自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
特
別
地
区
を
指
定
の
一
部
改
正
（
二
七
〇
〜
二
七
四
・
自

然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
自
然
環
境
保
全
地
域
の
特
別
地
区
内
に
野
生
動
植
物
保
護
地
区
を
指
定
の
一
部
改
正
（
二
七

五
〜
二
七
八
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
緑
地
環
境
保
全
地
域
の
指
定
の
一
部
改
正
（
二
七
九
、
二
八
〇
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
５

◯
県
立
自
然
公
園
の
指
定
の
一
部
改
正
（
二
八
一
、
二
八
二
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
県
立
自
然
公
園
の
区
域
中
特
別
地
域
等
の
指
定
の
一
部
改
正
（
二
八
三
・
自
然
保
護
課
）
…
…
７

◯
県
立
自
然
公
園
の
区
域
中
特
別
地
域
の
指
定
の
一
部
改
正
（
二
八
四
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
８

◯
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
の
一
部
改
正
（
二
八
五
、
二
八
六
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
鳥
獣
保
護
区
の
設
定
に
お
け
る
市
町
村
の
名
称
の
取
扱
い
に
関
す
る
告
示
（
二
八
七
・
自
然

保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
の
一
部
改
正
（
二
八
八
、
二
八
九
・
自
然
保
護
課
）
…
…
８

◯
休
猟
区
の
指
定
の
一
部
改
正
（
二
九
〇
、
二
九
一
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

◯
銃
猟
禁
止
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正
（
二
九
二
、
二
九
三
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
９

◯
屋
外
広
告
物
の
禁
止
地
域
の
一
部
改
正
（
二
九
四
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
屋
外
広
告
物
の
禁
止
物
件
（
二
九
五
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
屋
外
広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き

に
許
可
を
必
要
と
す
る
地
域
の
一
部
改
正
（
二
九
六
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
風
致
地
区
の
区
分
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
（
二
九
七
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正
（
二
九
八
・
河
川
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
閲
覧
所
の
設
置
の
一
部
改
正
（
二
九
九
・
建
築
住
宅
課
）
…
…
…
…
11

秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
仙
北
郡
神
岡
町
大
字
神
宮
寺
字
湯

表
秋
田
県
湯
の
台
・
小
方
角
沢
自
然
環
境
保
全
地
域
の
項
中

仙
北
郡
西
仙
北
町
大
字
土
川
字
小

の
台
の
一
部

を
「
大
仙
市
神
宮
寺
字
湯
ノ
台
及
び
土
川
字
小
杉
山
沢
ノ
内
小
方

杉
山
沢
の
内
小
方
角
沢
の
一
部
」

角
沢
の
一
部
」
に
改
め
、
表
秋
田
県
南
由
利
原
自
然
環
境
保
全
地
域
の
項
中
「
由
利
郡
由
利
町
大
字

西
沢
」
を
「
由
利
本
荘
市
西
沢
」
に
改
め
、
表
秋
田
県
冬
師
自
然
環
境
保
全
地
域
の
項
中
「
由
利
郡

仁
賀
保
町
大
字
馬
場
」
を
「
由
利
郡
仁
賀
保
町
馬
場
」
に
改
め
る
。

表
以
外
の
部
分
中
「
秋
田
県
環
境
保
健
部
自
然
保
護
課
、
仙
北
郡
神
岡
町
役
場
、
仙
北
郡
西
仙
北

町
役
場
、
由
利
郡
由
利
町
役
場
」
を
「
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
、
大
仙
市
役
所
、
由

利
本
荘
市
役
所
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
年
秋
田
県
告
示
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
秋
田
県
露
熊
山
峡
自
然
環
境
保
全
地
域
の
項
中
「
北
秋
田
郡
阿
仁
町
荒
瀬
」
を
「
北
秋
田
市
阿

仁
荒
瀬
」
に
、
「
阿
仁
町
水
無
」
を
「
阿
仁
水
無
」
に
改
め
る
。

表
以
外
の
部
分
中
「
秋
田
県
環
境
保
健
部
自
然
保
護
課
、
北
秋
田
郡
阿
仁
町
役
場
、
」
を
「
秋
田

県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
、
北
秋
田
市
役
所
及
び
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
以
外
の
部
分
中
「
鳥
海
町
役
場
」
を
「
由
利
本
荘
市
役
所
」
に
改
め
る
。

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ



平成17年 3月22日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
告
示
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
秋
田
県
鞍
山
風
穴
自
然
環
境
保
全
地
域
の
項
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
栄
字
大
沢
鞍
下
」
を
「
北

秋
田
市
栄
字
大
沢
倉
下
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
七
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
北
秋
田
郡
森
吉
町
大
字
小
又
字
山
の
内
」
を
「
北
秋
田
市
小
又
字
山
ノ
内
」
に
、
「
揚
の

下
」
を
「
字
揚
ノ
下
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
（
昭
和
六
十
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
本
荘
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
、
「
同
市
親
川
」
を
削
る
。

別
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
告
示
第
九
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
南
秋
田
郡
天
王
町
」
を
「
潟
上
市
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

２



平成17年 3月22日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
由
利
郡
大
内
町
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
七
十
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
特
別
地
区
を
指
定
（
昭
和
五
十
一
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
仙
北
郡
神
岡
町
神
宮
寺

表
秋
田
県
湯
の
台
・
小
方
角
沢
自
然
環
境
保
全
地
域
特
別
地
区
の
項
中

仙
北
郡
西
仙
北
町
土
川

字
湯
の
台
の
一
部

を
「
大
仙
市
神
宮
寺
字
湯
ノ
台
及
び
土
川
字
小
杉
山
沢
ノ
内
小

字
小
杉
山
の
内
小
方
角
沢
の
一
部
」

方
角
沢
の
一
部
」
に
改
め
、
表
秋
田
県
南
由
利
原
自
然
環
境
保
全
地
域
特
別
地
区
の
項
中
「
由
利
郡

由
利
町
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
、
表
秋
田
県
露
熊
山
峡
自
然
環
境
保
全
地
域
特
別
地
区
の
項

中
「
北
秋
田
郡
阿
仁
町
荒
瀬
」
を
「
北
秋
田
市
阿
仁
荒
瀬
」
に
、
「
同
町
水
無
」
を
「
阿
仁
水
無
」

に
改
め
る
。

表
以
外
の
部
分
中
「
秋
田
県
環
境
保
健
部
自
然
保
護
課
及
び
関
係
町
役
場
」
を
「
秋
田
県
生
活
環

境
文
化
部
自
然
保
護
課
、
大
仙
市
役
所
、
由
利
本
荘
市
役
所
及
び
北
秋
田
市
役
所
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
特
別
地
区
を
指
定
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
五
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
以
外
の
部
分
中
「
鳥
海
町
役
場
」
を
「
由
利
本
荘
市
役
所
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
特
別
地
区
を
指
定
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
告
示
第
九
百
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
本
荘
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
、「
同
市
親
川
」
を
削
る
。

別
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
特
別
地
区
を
指
定
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
告
示
第
九
百
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
南
秋
田
郡
天
王
町
」
を
「
潟
上
市
」
に
改
め
る
。

３
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秋
田
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
区
域
内
に
特
別
地
区
を
指
定
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
由
利
郡
大
内
町
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
特
別
地
区
内
に
野
生
動
植
物
保
護
地
区
を
指
定
（
昭
和
五
十
一
年
秋
田
県

告
示
第
三
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す

る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
仙
北
郡
神
岡
町
神
宮
寺
字
湯
の
台
の
一
部

表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
大
仙
市
神
宮
寺
字
湯
ノ

仙
北
郡
西
仙
北
町
土
川
字
小
杉
山
の
内
小
方
角
沢
の
一
部
」

台
及
び
土
川
字
小
杉
山
沢
ノ
内
小
方
角
沢
の
一
部
」
に
改
め
る
。

表
以
外
の
部
分
中
「
秋
田
県
環
境
保
健
部
自
然
保
護
課
及
び
関
係
町
役
場
」
を
「
秋
田
県
生
活
環

境
文
化
部
自
然
保
護
課
及
び
大
仙
市
役
所
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
特
別
地
区
内
に
野
生
動
植
物
保
護
地
区
を
指
定
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
告

示
第
九
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
本
荘
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
、「
同
市
親
川
」
を
削
る
。

別
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
特
別
地
区
内
に
野
生
動
植
物
保
護
地
区
を
指
定
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
告

示
第
九
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
南
秋
田
郡
天
王
町
」
を
「
潟
上
市
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

４



平成17年 3月22日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 3号

自
然
環
境
保
全
地
域
の
特
別
地
区
内
に
野
生
動
植
物
保
護
地
区
を
指
定
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
告

示
第
九
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す

る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
由
利
郡
大
内
町
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

緑
地
環
境
保
全
地
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
二
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
改
め
る
。

表
以
外
の
部
分
中
「
秋
田
県
環
境
保
健
部
自
然
保
護
課
及
び
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
役
場
」
を
「
秋
田

県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
及
び
北
秋
田
市
役
所
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
号

緑
地
環
境
保
全
地
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
本
荘
市
大
字
鳥
田
目
、
大
簗
及
び
山
内
並
び
に
由
利
郡
東
由
利
町
大
字
奥
ケ
沢
及
び
畑

村
」
を
「
由
利
本
荘
市
鳥
田
目
、
大
簗
、
山
内
及
び
東
由
利
杉
森
」
に
改
め
る
。

別
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５
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秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

県
立
自
然
公
園
の
指
定
（
昭
和
四
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
四
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

第
一
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
号
中
「
区
域
図
」
を
「
関
係
区
域
図
」
に
、
「
並
び
に
北
秋
田
郡
森
吉
町
役
場
及
び
北
秋
田

郡
阿
仁
町
役
場
」
を
「
及
び
北
秋
田
市
役
所
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

県
立
自
然
公
園
の
指
定
（
昭
和
五
十
年
秋
田
県
告
示
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
真
木
真
昼
県
立
自
然
公
園
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

表
以
外
の
部
分
中
「
区
域
図
」
を
「
関
係
区
域
図
」
に
、
「
仙
北
郡
太
田
町
役
場
」
を
「
大
仙
市

役
所
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

県
立
自
然
公
園
の
区
域
中
特
別
地
域
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
四
百
二
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一

項
」
に
、
「
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
」
を
「
第
七
条
第
三
項
及
び
第
十

四
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
一
号
（一）
の
表
中
「
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
号
（二）
（１）
の
表
中

「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
、
「
森
吉
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
湯
の
岱
」
を
「
湯
ノ
岱
」

に
、
「
米
内
沢
事
業
区
十
五
林
班
」
を
「
東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代
東
部
森
林
管

６

位
　
　
　
置

北
秋
田
市

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

（一）

東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代
東

部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署
一
〇
二
二
林
班
、

一
〇
二
三
林
班
、
一
〇
二
七
林
班
か
ら
一
〇
三
五

林
班
ま
で
、
一
〇
三
七
林
班
、
一
〇
四
〇
林
班
、

一
〇
四
五
林
班
、
一
〇
四
九
林
班
、
二
〇
一
〇
林

班
、
二
〇
一
二
林
班
か
ら
二
〇
一
五
林
班
ま
で
、

二
〇
一
八
林
班
か
ら
二
〇
二
〇
林
班
ま
で
及
び
二

〇
二
三
林
班
か
ら
二
〇
二
八
林
班
ま
で
の
全
部
並

び
に
一
〇
一
一
林
班
か
ら
一
〇
一
五
林
班
ま
で
、

一
〇
三
六
林
班
、
一
〇
三
八
林
班
、
一
〇
三
九
林

班
、
一
〇
四
一
林
班
、
一
〇
四
三
林
班
、
一
〇
五

〇
林
班
か
ら
一
〇
五
三
林
班
ま
で
、
二
〇
〇
三
林

班
か
ら
二
〇
〇
九
林
班
ま
で
、
二
〇
一
一
林
班
、

二
〇
一
六
林
班
及
び
二
〇
二
二
林
班
の
各
一
部

（二）

森
吉
字
森
吉
山
麓
高
原
、
字
森
吉
山
、
字
湯
ノ

岱
、
字
平
田
及
び
字
大
印
並
び
に
太
平
湖
の
全
部

面
　
　
　
積

一
五
、
二
一
四
・

二
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

真
木
真
昼

県
立
自
然

公
園

大
仙
市

仙
北
郡

美
郷
町

四
、
二
〇
七

・
六
五
ヘ
ク

タ
ー
ル

一
、
六
九
五

・
一
六
ヘ
ク

タ
ー
ル

五
、
九
〇
二

・
八
一
ヘ
ク

タ
ー
ル

（一）

東
北
森
林
管
理
局
雄
物
川
森
林
計
画
区
秋
田
森

林
管
理
署
二
一
五
五
林
班
か
ら
二
一
六
五
林
班
ま

で
及
び
二
一
七
五
林
班
か
ら
二
一
七
九
林
班
ま
で

の
全
部
並
び
に
二
一
五
四
林
班
、
二
一
六
六
林
班

か
ら
二
一
七
〇
林
班
ま
で
、
二
一
七
二
林
班
か
ら

二
一
七
四
林
班
ま
で
及
び
二
一
八
〇
林
班
の
各
一

部
（二）

太
田
町
太
田
、
太
田
町
川
口
及
び
太
田
町
小
神

成
の
各
一
部

東
北
森
林
管
理
局
雄
物
川
森
林
計
画
区
秋
田
森
林

管
理
署
二
一
八
三
林
班
及
び
二
一
九
〇
林
班
か
ら
二

一
九
四
林
班
ま
で
の
全
部
並
び
に
二
一
八
二
林
班
及

び
二
一
八
四
林
班
か
ら
二
一
八
六
林
班
ま
で
の
各
一

部

計
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理
署
上
小
阿
仁
支
署
一
〇
一
五
林
班
」
に
、
「
阿
仁
事
業
区
十
二
林
班
」
を
「
東
北
森
林
管
理
局
米

代
川
森
林
計
画
区
米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署
二
〇
一
二
林
班
」
に
、
「
阿
仁
町
比
立

内
」
を
「
北
秋
田
市
阿
仁
比
立
内
」
に
改
め
、
同
号
（二）
（２）
の
表
中
「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
、

「
米
内
沢
事
業
区
」
を
「
東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁

支
署
」
に
、
「
五
十
二
林
班
よ
小
班
」
を
「
一
〇
五
二
林
班
よ
小
班
」
に
、
「
三
十
二
林
班
ほ
小

班
」
を
「
一
〇
三
二
林
班
ほ
小
班
」
に
、
「
森
吉
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
五
十
林
班
へ
小

班
」
を
「
一
〇
五
〇
林
班
へ
小
班
」
に
、
「
四
十
一
林
班
り
小
班
」
を
「
一
〇
四
一
林
班
り
小
班
」

に
、
「
阿
仁
町
戸
鳥
内
」
を
「
北
秋
田
市
阿
仁
戸
鳥
内
」
に
、
「
阿
仁
町
中
村
」
を
「
北
秋
田
市
阿

仁
中
村
」
に
、
「
阿
仁
事
業
区
」
を
「
東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代
東
部
森
林
管
理

署
上
小
阿
仁
支
署
」
に
、
「
十
七
林
班
り
小
班
」
を
「
二
〇
一
七
林
班
り
小
班
」
に
、
「
二
十
七
林

班
に
小
班
」
を
「
二
〇
二
七
林
班
に
小
班
」
に
、
「
十
九
林
班
に
小
班
」
を
「
二
〇
一
九
林
班
に
小

班
」
に
改
め
、
同
号
（三）
の
表
中
「
米
内
沢
事
業
区
」
を
「
東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米

代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署
」
に
、
「
十
四
林
班
い
小
班
」
を
「
一
〇
一
四
林
班
い
小
班
」

に
、
「
森
吉
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
森
吉
字
太
平
湖
地
内
」
を
「
太
平
湖
地
内
」
に
、
「
二

十
七
林
班
ぬ
小
班
」
を
「
一
〇
二
七
林
班
ぬ
小
班
」
に
、
「
二
十
九
林
班
く
小
班
」
を
「
一
〇
二
九

林
班
く
小
班
」
に
、
「
五
十
二
林
班
よ
小
班
」
を
「
一
〇
五
二
林
班
よ
小
班
」
に
、
「
阿
仁
事
業

区
」
を
「
東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署
」
に
、

「
四
林
班
か
小
班
」
を
「
二
〇
〇
四
林
班
か
小
班
」
に
、
「
阿
仁
町
戸
鳥
内
」
を
「
北
秋
田
市
阿
仁

戸
鳥
内
」
に
、
「
四
十
九
林
班
ち
小
班
」
を
「
一
〇
四
九
林
班
ち
小
班
」
に
、
「
六
林
班
と
小
班
」

を
「
二
〇
〇
六
林
班
と
小
班
」
に
、
「
二
十
四
林
班
お
よ
び
二
十
六
林
班
」
を
「
二
〇
二
四
林
班
及

び
二
〇
二
六
林
班
」
に
、
「
二
十
二
林
班
」
を
「
二
〇
二
二
林
班
」
に
、
「
十
九
林
班
ほ
小
班
」
を

「
二
〇
一
九
林
班
ほ
小
班
」
に
、
「
十
八
林
班
へ
小
班
」
を
「
二
〇
一
八
林
班
へ
小
班
」
に
、
「
三

十
一
林
班
ぬ
小
班
」
を
「
一
〇
三
一
林
班
ぬ
小
班
」
に
改
め
る
。

第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
　
特
別
地
域

三
　
関
係
区
域
図
は
、
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
及
び
北
秋
田
市
役
所
に
備
え
置
い

て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

県
立
自
然
公
園
の
区
域
中
特
別
地
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
年
秋
田
県
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

第
二
号
（一）
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７

位
　
　
　
置

北
秋
田
市

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

（一）

東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代
東

部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署
一
〇
二
二
林
班
、

一
〇
二
三
林
班
、
一
〇
二
七
林
班
か
ら
一
〇
二
九

林
班
ま
で
、
一
〇
三
一
林
班
か
ら
一
〇
三
五
林
班

ま
で
、
一
〇
三
七
林
班
、
一
〇
四
〇
林
班
、
一
〇

四
五
林
班
、
一
〇
四
九
林
班
、
二
〇
一
〇
林
班
、

二
〇
一
二
林
班
か
ら
二
〇
一
五
林
班
ま
で
、
二
〇

面
　
　
　
積

一
五
、
二
一
四
・

二
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
八
林
班
か
ら
二
〇
二
〇
林
班
ま
で
及
び
二
〇
二

三
林
班
か
ら
二
〇
二
八
林
班
ま
で
の
全
部
並
び
に

一
〇
一
一
林
班
か
ら
一
〇
一
五
林
班
ま
で
、
一
〇

三
〇
林
班
、
一
〇
三
六
林
班
、
一
〇
三
八
林
班
、

一
〇
三
九
林
班
、
一
〇
四
一
林
班
、
一
〇
四
三
林

班
、
一
〇
五
〇
林
班
か
ら
一
〇
五
三
林
班
ま
で
、

二
〇
〇
三
林
班
か
ら
二
〇
〇
九
林
班
ま
で
、
二
〇

一
一
林
班
、
二
〇
一
六
林
班
及
び
二
〇
二
二
林
班

の
各
一
部

（二）

森
吉
字
森
吉
山
、
字
湯
ノ
岱
、
字
平
田
及
び
字

大
印
並
び
に
太
平
湖
の
全
部

（三）

森
吉
字
森
吉
山
麓
高
原
の
一
部

位
　
置

大
仙
市

仙
北
郡
美

郷
町

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

（一）

東
北
森
林
管
理
局
雄
物
川
森
林
計
画
区
秋
田
森
林
管
理
署
二
一
五
五
林
班

か
ら
二
一
六
五
林
班
ま
で
及
び
二
一
七
五
林
班
か
ら
二
一
七
九
林
班
ま
で
の

全
部
並
び
に
二
一
五
四
林
班
、
二
一
六
六
林
班
か
ら
二
一
七
〇
林
班
ま
で
、

二
一
七
二
林
班
か
ら
二
一
七
四
林
班
ま
で
及
び
二
一
八
〇
林
班
の
各
一
部

（二）

太
田
町
太
田
、
太
田
町
川
口
及
び
太
田
町
小
神
成
の
各
一
部

東
北
森
林
管
理
局
雄
物
川
森
林
計
画
区
秋
田
森
林
管
理
署
二
一
八
三
林
班
及

び
二
一
九
〇
林
班
か
ら
二
一
九
四
林
班
ま
で
の
全
部
並
び
に
二
一
八
二
林
班
及

び
二
一
八
四
林
班
か
ら
二
一
八
六
林
班
ま
で
の
各
一
部
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第
二
号
（一）
の
表
以
外
の
部
分
中
「
仙
北
郡
太
田
町
役
場
」
を
「
大
仙
市
役
所
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
告
示
第
八
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
同
郡
太
田
町
と
の
境
界
」
を
「
大
仙
市
と
の
境
界
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
告
示
第
八
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
荒
瀬
鳥
獣
保
護
区
の
項
中
「
北
秋
田
郡
阿
仁
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
町
道
小
沢
三
枚

線
」
を
「
市
道
小
沢
三
枚
線
」
に
、「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

鳥
獣
保
護
区
の
設
定
（
平
成
六
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
九
十
号
）
に
規
定
す
る
市
町
村
の
名
称

は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
に
よ
る
市
町
村
の
名
称
に
よ
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
告
示
第
八
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
陣
場
岱
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
項
中
「
町
道
石
巻
線
」
を
「
市
道
石
巻
線
」
に
、
「
同

町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
、
「
町
道
高
森
岱
公
園
線
」
を
「
市
道
高
森
岱
公
園
線
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
告
示
第
八
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
姫
神
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
項
中
「
大
曲
市
花
館
地
内
」
を
「
大
仙
市
花
館
地
内
」

に
、
「
秋
田
県
雄
物
川
地
域
森
林
計
画
区
大
曲
市
四
十
二
林
班
」
を
「
秋
田
県
雄
物
川
地
域
森
林
計

画
区
大
仙
市
四
十
二
林
班
」
に
改
め
、
表
滝
ノ
沢
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
項
中
「
村
道
南
外

二
十
号
線
」
を
「
市
道
南
外
二
十
号
線
」
に
、
「
同
村
道
」
を
「
同
市
道
」
に
改
め
、
表
栗
駒
鳥
獣

保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
項
中
「
の
へ
小
班
」
を
「
へ
小
班
」
に
、
「
、
へ
二
小
班
、
」
を
「
へ
二

小
班
」
に
、
「
、
及
び
」
を
「
及
び
」
に
、
「
雄
勝
郡
皆
瀬
村
所
在
の
」
を
「
湯
沢
市
所
在
」
に
改

め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
号

休
猟
区
の
指
定
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
告
示
第
八
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
惣
瀬
沢
休
猟
区
の
項
中
「
北
秋
田
郡
森
吉
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
町
道
東
の
又
線
」
を

「
市
道
東
の
又
線
」
に
、
「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
改
め
、
表
北
金
池
森
休
猟
区
の
項
中
「
北

秋
田
郡
阿
仁
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
同
町
と
同
郡
上
小
阿
仁
村
」
を
「
同
市
と
北
秋
田
郡
上

小
阿
仁
村
」
に
改
め
、
表
古
井
内
休
猟
区
の
項
中
「
南
秋
田
郡
昭
和
町
」
を
「
潟
上
市
」
に
、
「
町

道
羽
白
目
線
と
」
を
「
市
道
羽
白
目
線
と
」
に
、
「
同
町
と
同
郡
井
川
町
」
を
「
同
市
と
南
秋
田
郡

井
川
町
」
に
、
「
昭
和
町
、
井
川
町
」
を
「
同
市
、
同
町
」
に
、
「
昭
和
町
と
同
市
」
を
「
潟
上
市

と
秋
田
市
」
に
、
「
町
道
羽
白
目
線
に
」
を
「
同
市
道
」
に
、
「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
改

め
、
表
柴
倉
休
猟
区
の
項
中
「
由
利
郡
矢
島
町
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
、
「
町
道
鴬
川
線
」
を

「
市
道
鴬
川
線
」
に
、
「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
改
め
、
表
横
渡
休
猟
区
の
項
中
「
由
利
郡
大

内
町
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
、
「
町
道
楢
渕
横
渡
線
」
を
「
市
道
楢
渕
横
渡
線
」
に
、
「
町
道
湯

ノ
沢
線
」
を
「
市
道
湯
ノ
沢
線
」
に
、
「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
、
「
同
町
と
同
郡
東
由
利

町
」
を
「
同
市
大
内
滝
と
東
由
利
宿
」
に
、
「
町
道
檜
の
木
沢
線
」
を
「
市
道
檜
の
木
沢
線
」
に
、

「
町
道
西
山
線
」
を
「
市
道
西
山
線
」
に
、
「
町
道
台
山
線
」
を
「
市
道
台
山
線
」
に
、
「
町
道
須

郷
田
跡
見
坂
線
」
を
「
市
道
須
郷
田
跡
見
坂
線
」
に
、
「
町
道
坪
倉
線
」
を
「
市
道
坪
倉
線
」
に
、

「
町
道
袖
山
線
」
を
「
市
道
袖
山
線
」
に
、
「
町
道
根
小
屋
線
」
を
「
市
道
根
小
屋
線
」
に
改
め
、

表
北
ノ
沢
休
猟
区
の
項
中
「
由
利
郡
東
由
利
町
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
、
表
山
の
田
休
猟
区

の
項
中
「
雄
勝
郡
雄
勝
町
」
を
「
湯
沢
市
」
に
、
「
町
道
荒
町
長
倉
線
」
を
「
市
道
荒
町
長
倉
線
」

に
、
「
同
町
と
由
利
郡
鳥
海
町
」
を
「
同
市
と
由
利
本
荘
市
」
に
、
「
雄
勝
町
と
」
を
「
湯
沢
市

と
」
に
、
「
町
道
山
ノ
田
線
」
を
「
市
道
山
ノ
田
線
」
に
、
「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
改
め
、

表
蒲
生
休
猟
区
の
項
中
「
由
利
郡
東
由
利
町
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
、
「
羽
後
町
と
」
を
「
同
町

と
」
に
改
め
、
表
滝
ノ
原
山
休
猟
区
の
項
中
「
雄
勝
郡
皆
瀬
村
」
を
「
湯
沢
市
」
に
、
「
同
村
と
同

８
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郡
東
成
瀬
村
」
を
「
同
市
と
雄
勝
郡
東
成
瀬
村
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

休
猟
区
の
指
定
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
告
示
第
八
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
今
泉
休
猟
区
の
項
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
北
秋
田
郡
と
」
を
「
同

市
と
」
に
、
「
町
道
坊
沢
前
山
線
」
を
「
市
道
坊
沢
前
山
線
」
に
、
「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」

に
、
「
町
道
前
山
堤
防
線
」
を
「
市
道
前
山
堤
防
線
」
に
、
「
町
道
旧
国
道
七
号
前
山
線
」
を
「
市

道
旧
国
道
七
号
前
山
線
」
に
改
め
、
表
坊
川
休
猟
区
の
項
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
字
七
日
市
」
を

「
北
秋
田
市
七
日
市
」
に
、
「
町
道
七
日
市
松
沢
線
」
を
「
市
道
七
日
市
松
沢
線
」
に
、
「
町
道
四

渡
坊
山
線
」
を
「
市
道
四
渡
坊
山
線
」
に
、
「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
、
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町

と
同
郡
比
内
町
」
を
「
同
市
と
北
秋
田
郡
比
内
町
」
に
改
め
、
表
泥
繁
沢
休
猟
区
の
項
中
「
北
秋
田

郡
比
内
町
と
」
を
「
同
町
と
」
に
、
「
同
郡
森
吉
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
改
め
、
表
柴
倉
岳
休
猟

区
の
項
中
「
北
秋
田
郡
森
吉
町
平
田
」
を
「
北
秋
田
市
平
田
」
に
、
「
北
秋
田
郡
森
吉
町
と
」
を

「
同
市
と
」
に
、
「
同
町
、
同
市
」
を
「
北
秋
田
市
、
鹿
角
市
」
に
改
め
、
表
白
解
森
休
猟
区
の
項

中
「
北
秋
田
郡
阿
仁
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
同
町
」
を
「
同
市
」
に
改
め
、
表
与
左
衛
門
山

休
猟
区
の
項
中
「
同
郡
阿
仁
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
北
秋
田
郡
と
」
を
「
同
郡
と
」
に
、

「
小
阿
仁
川
と
の
」
を
「
同
河
川
と
の
」
に
改
め
、
表
日
住
山
休
猟
区
の
項
中
「
本
荘
市
万
願
寺
地

内
」
を
「
由
利
本
荘
市
万
願
寺
地
内
」
に
、
「
本
荘
市
と
由
利
郡
大
内
町
」
を
「
同
市
大
簗
と
大
内

岩
野
目
沢
」
に
改
め
、
表
西
目
休
猟
区
の
項
中
「
由
利
郡
西
目
町
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
、
「
町

道
田
高
中
沢
線
」
を
「
市
道
田
高
中
沢
線
」
に
、
「
町
道
か
し
わ
温
泉
線
」
を
「
市
道
か
し
わ
温
泉

線
」
に
、
「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
、
「
町
道
四
角
井
戸
線
」
を
「
市
道
四
角
井
戸
線
」
に
、

「
町
道
大
森
一
号
線
」
を
「
市
道
大
森
一
号
線
」
に
、
「
町
道
大
森
台
線
」
を
「
市
道
大
森
台
線
」

に
改
め
、
表
虚
空
蔵
岳
休
猟
区
の
項
中
「
仙
北
郡
西
仙
北
町
土
川
地
内
」
を
「
大
仙
市
土
川
地
内
」

に
、
「
町
道
土
川
線
」
を
「
市
道
土
川
線
」
に
、
「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
、
「
町
道
楯
越
生

内
線
」
を
「
市
道
楯
越
生
内
線
」
に
、
「
町
道
心
像
線
」
を
「
市
道
心
像
線
」
に
、
「
町
道
中
畑
杉

沢
線
」
を
「
市
道
中
畑
杉
沢
線
」
に
、
「
同
鳥
獣
境
界
」
を
「
同
境
界
」
に
、
「
仙
北
郡
西
仙
北
町

と
同
郡
角
館
町
」
を
「
同
市
と
仙
北
郡
角
館
町
」
に
、
「
同
郡
西
仙
北
町
と
同
郡
中
仙
町
」
を
「
同

市
土
川
と
長
野
」
に
改
め
、
表
入
角
休
猟
区
の
項
中
「
仙
北
郡
角
館
町
と
同
郡
太
田
町
」
を
「
同
町

と
大
仙
市
」
に
、
「
同
郡
角
館
町
と
同
郡
中
仙
町
の
境
界
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
を
」
を
「
、

及
び
」
に
改
め
、
表
オ
ソ
沢
休
猟
区
の
項
中
「
仙
北
郡
協
和
町
」
を
「
大
仙
市
」
に
、
「
町
道
遅
沢

線
」
を
「
市
道
遅
沢
線
」
に
、
「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
、
「
協
和
町
と
河
辺
郡
河
辺
町
」
を

「
同
市
と
秋
田
市
」
に
、
「
東
進
し
協
和
町
」
を
「
東
進
し
大
仙
市
」
に
、
「
南
進
し
協
和
町
」
を

「
南
進
し
同
市
」
に
改
め
、
表
戸
波
休
猟
区
の
項
中
「
同
町
と
雄
勝
郡
稲
川
町
」
を
「
同
町
と
湯
沢

市
」
に
、
「
平
鹿
郡
増
田
町
と
湯
沢
市
と
雄
勝
郡
稲
川
町
」
を
「
、
及
び
同
境
界
に
沿
っ
て
進
み
同

町
と
同
市
杉
沢
と
駒
形
町
」
に
、
「
平
鹿
郡
増
田
町
と
湯
沢
市
と
平
鹿
郡
十
文
字
町
」
を
「
同
郡
増

田
町
と
同
市
と
同
郡
十
文
字
町
」
に
改
め
、
表
小
沢
休
猟
区
の
項
中
「
雄
勝
郡
雄
勝
町
」
を
「
湯
沢

市
」
に
、
「
町
道
槻
沢
線
」
を
「
市
道
槻
沢
線
」
に
、
「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
、
「
町
道
沢

堰
ノ
口
線
」
を
「
市
道
沢
堰
ノ
口
線
」
に
改
め
、
表
大
黒
森
山
休
猟
区
の
項
中
「
、
同
境
界
を
南
進

し
雄
勝
町
と
の
境
界
に
至
り
」
を
削
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

銃
猟
禁
止
区
域
の
指
定
（
平
成
十
五
年
秋
田
県
告
示
第
八
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
舟
見
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
町
道
掛
泥
一
号

線
」
を
「
市
道
掛
泥
一
号
線
」
に
、「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

銃
猟
禁
止
区
域
の
指
定
（
平
成
十
六
年
秋
田
県
告
示
第
八
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
南
陣
場
岱
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
町
道
高
森

岱
線
」
を
「
市
道
高
森
岱
線
」
に
、
「
同
町
道
」
を
「
同
市
道
」
に
、
「
町
道
小
森
摩
当
線
」
を

「
市
道
小
森
摩
当
線
」
に
、
「
町
道
藤
株
焼
却
場
線
」
を
「
市
道
藤
株
焼
却
場
線
」
に
改
め
、
表
大

清
水
大
郷
森
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
中
「
南
秋
田
郡
昭
和
町
大
久
保
」
を
「
潟
上
市
昭
和
大
久
保
」

に
、
「
町
道
大
郷
守
下
村
線
」
を
「
市
道
大
郷
守
下
村
線
」
に
、
「
東
進
し
同
町
道
」
を
「
東
進
し

同
市
道
」
に
、
「
同
町
道
を
」
を
「
同
市
道
を
」
に
、
「
町
道
八
丁
目
大
郷
守
線
」
を
「
市
道
八
丁

目
大
郷
守
線
」
に
、
「
東
進
し
同
町
道
」
を
「
東
進
し
同
市
道
」
に
、
「
同
郡
天
王
町
、
昭
和
町
」

を
「
同
市
天
王
と
昭
和
大
久
保
」
に
、
「
町
道
大
清
水
出
戸
道
線
」
を
「
市
道
大
清
水
出
戸
道
線
」

に
、
「
町
道
大
清
水
国
道
樹
園
地
線
」
を
「
市
道
大
清
水
国
道
樹
園
地
線
」
に
、
「
町
道
大
清
水
下

谷
地
線
」
を
「
市
道
大
清
水
下
谷
地
線
」
に
、
「
町
道
大
郷
守
上
樹
園
地
線
」
を
「
市
道
大
郷
守
上

樹
園
地
線
」
に
、
「
町
道
大
郷
守
特
養
南
線
」
を
「
市
道
大
郷
守
特
養
南
線
」
に
、
「
北
進
し
同
町

道
」
を
「
北
進
し
市
道
大
郷
守
特
養
線
」
に
改
め
、
表
天
王
銃
猟
禁
止
区
域
の
項
中
「
南
秋
田
郡
天

王
町
」
を
「
潟
上
市
」
に
、
「
南
進
し
、
及
び
西
進
し
船
越
水
道
天
王
町
側
汀て

い

線
」
を
「
南
西
に
進

み
、
及
び
北
西
に
進
み
船
越
水
道
の
潟
上
市
側
の
汀て

い

線
」
に
、
「
北
上
し
」
を
「
北
東
に
進
み
」

９
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に
、
「
東
進
し
」
を
「
南
東
に
進
み
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

屋
外
広
告
物
の
禁
止
地
域
（
昭
和
五
十
七
年
秋
田
県
告
示
第
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

第
一
号
（三）
中
「
天
王
町
」
を
「
潟
上
市
」
に
改
め
、
同
号
（七）
中
「
雄
勝
郡
雄
勝
町
秋
の
宮
」
を

「
湯
沢
市
秋
ノ
宮
」
に
改
め
、
同
号
□
中
「
雄
勝
郡
皆
瀬
村
川
向
」
を
「
湯
沢
市
皆
瀬
」
に
改
め
、

同
号
□
中
「
北
秋
田
郡
森
吉
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
改
め
、
同
号
□
中
「
天
王
町
と
」
を
「
潟
上

市
と
」
に
、
「
南
秋
田
郡
天
王
町
下
浜
山
」
を
「
潟
上
市
天
王
字
下
浜
山
」
に
改
め
、
同
号
□
及
び

□
中
「
同
郡
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
、
同
号
□
中
「
阿
仁
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
改
め
、

同
号
□
中
「
北
秋
田
郡
阿
仁
町
町
道
ブ
ナ
森
線
」
を
「
北
秋
田
市
市
道
ブ
ナ
森
線
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
号
）
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の

規
定
に
よ
り
、
屋
外
広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
を
設
置
す
る
こ
と
を

禁
止
す
る
物
件
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

横
手
市
市
道
幹
線
横
手
環
状
線
の
う
ち
起
点
か
ら
市
道
幹
線
中
央
線
と
の
交
点
に
至
る
ま
で
の
区

間
に
設
置
さ
れ
る
電
柱
、
街
灯
柱
そ
の
他
電
柱
の
類
で
、
良
好
な
景
観
に
配
慮
し
、
そ
の
表
面
に
木

に
擬
し
た
加
工
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
加
工
を
施
し
た
も
の

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

屋
外
広
告
物
を
表
示
し
、
又
は
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
許

可
を
必
要
と
す
る
地
域
（
昭
和
六
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

第
三
号
中
「
□
」
を
「
□
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

風
致
地
区
の
区
分
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
四
十
五
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
蟻
山
風
致
地
区
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

表
東
山
風
致
地
区
の
項
中
「
本
荘
市
」
を
「
由
利
本
荘
市
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

海
岸
保
全
区
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
秋
田
県
秋
田
沿
岸
男
鹿
海
岸
北
浦
地
区
海
岸
の
項
中
「
男
鹿
市
北
浦
」
を
「
男
鹿
市
北
浦
北

浦
」
に
改
め
、
表
秋
田
県
秋
田
沿
岸
岩
城
海
岸
の
項
中
「
由
利
郡
岩
城
町
勝
手
」
を
「
由
利
本
荘
市

岩
城
勝
手
」
に
、
「
同
町
二
古
」
を
「
同
市
岩
城
二
古
」
に
、
「
本
荘
市
界
」
を
「
本
荘
海
岸
界
」

に
改
め
、
表
秋
田
県
秋
田
沿
岸
琴
浜
海
岸
の
項
中
「
南
秋
田
郡
若
美
町
五
明
光
」
を
「
男
鹿
市
野
石

字
五
明
光
」
に
改
め
、
表
秋
田
県
秋
田
沿
岸
男
鹿
海
岸
五
里
合
、
男
鹿
中
地
区
海
岸
の
項
中
「
五
里

合
中
右
」
を
「
五
里
合
中
石
」
に
、
「
若
美
町
界
」
を
「
琴
浜
海
岸
界
」
に
改
め
、
表
秋
田
県
秋
田

沿
岸
男
鹿
海
岸
門
前
、
小
浜
地
区
海
岸
の
項
中
「
字
抜
川
」
を
「
字
祓
川
」
に
改
め
、
表
秋
田
県
秋

田
沿
岸
天
王
海
岸
の
項
中
「
南
秋
田
郡
天
王
町
」
を
「
潟
上
市
」
に
改
め
、
表
秋
田
県
秋
田
沿
岸
秋

田
海
岸
新
屋
、
下
浜
地
区
海
岸
の
項
中
「
新
割
山
三
ツ
小
屋
」
を
「
新
屋
町
字
三
ツ
小
屋
」
に
改

め
、
表
秋
田
県
秋
田
沿
岸
本
荘
海
岸
の
項
中
「
本
荘
市
松
ヶ
崎
字
十
郎
橋
台
」
を
「
由
利
本
荘
市
松

ヶ
崎
字
十
郎
橋
台
」
に
、
「
岩
城
町
界
」
を
「
岩
城
海
岸
界
」
に
、
「
本
荘
市
松
ヶ
崎
西
離
山
」
を

「
由
利
本
荘
市
松
ヶ
崎
字
西
離
山
」
に
改
め
、
表
秋
田
県
秋
田
沿
岸
西
目
海
岸
の
項
中
「
由
利
郡
西

目
町
海
土
剥
道
下
」
を
「
由
利
本
荘
市
西
目
町
海
士
剥
字
海
士
剥
道
下
」
に
、
「
由
利
郡
西
目
町
浜

山
」
を
「
由
利
本
荘
市
西
目
町
出
戸
字
浜
山
」
に
改
め
る
。

表
以
外
の
部
分
中
「
建
設
事
務
所
」
を
「
地
域
振
興
局
建
設
部
」
に
改
め
る
。
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（ ）一二

（ ）一六

（ ）二五

（ ）三四

（ ）二〇

（ ）三一

（ ）二四

（ ）四〇

（ ）三六

蟻
山
風
致
地
区

由
利
本
荘
市
表
尾
崎

町
、
尾
崎
、
切
通
、

鶴
沼
、
砂
糖
畑
、
船

ケ
台
、
蟻
山
、
狐
森

の
各
一
部
、
水
林
の

う
ち
国
有
林
地
域
の

一
部

由
利
本
荘
市
新
組

町
、
蟻
山
、
船
ケ
台

の
各
一
部
、
水
林
の

う
ち
国
有
林
地
域
の

一
部

由
利
本
荘
市
砂
糖

畑
、
新
組
町
、
船
ケ

台
の
各
一
部
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秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
閲
覧
所
の
設
置
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
九
百
三
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
中
「
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
」
を
「
北
秋
田
市
」
に
、
「
大
館
市
」
を
「
大
館
市
　
北
秋
田
市
」

に
、
「
男
鹿
市
」
を
「
男
鹿
市
　
潟
上
市
」
に
、
「
本
荘
市
出
戸
町
字
水
林
」
を
「
由
利
本
荘
市
水

林
」
に
、
「
本
荘
市
　
由
利
郡
」
を
「
由
利
本
荘
市
　
由
利
郡
」
に
、
「
大
曲
市
上
栄
町
」
を
「
大

仙
市
大
曲
上
栄
町
」
に
、
「
大
曲
市
　
仙
北
郡
」
を
「
大
仙
市
　
仙
北
郡
」
に
改
め
る
。
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